
令
和
元
年
六
月
二
十
一
日
提
出

質

問

第

二

八

〇

号

国
家
戦
略
特
区
に
お
け
る
Ｌ
Ｌ
Ｐ
を
活
用
し
た
障
害
者
雇
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

源

馬

謙

太

郎
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国
家
戦
略
特
区
に
お
け
る
Ｌ
Ｌ
Ｐ
を
活
用
し
た
障
害
者
雇
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
八
年
五
月
、
国
家
戦
略
特
区
に
お
け
る
Ｌ
Ｌ
Ｐ
（
有
限
責
任
事
業
組
合
）
を
活
用
し
た
障
害
者
雇
用
の
特
例
制
度

が
特
区
法
と
し
て
成
立
し
た
。
こ
れ
は
、
障
害
者
雇
用
率
の
通
算
が
可
能
と
な
る
組
合
に
つ
い
て
、
有
限
事
業
組
合
を
対
象
に

加
え
る
こ
と
で
、
異
業
種
の
中
小
企
業
に
よ
る
障
害
者
雇
用
を
推
進
す
る
も
の
と
し
て
承
知
し
て
い
る
が
、
メ
ニ
ュ
ー
の
活
用

が
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
に
つ
き
、
以
下
質
問
す
る
。

一

特
定
有
限
責
任
事
業
組
合
の
要
件
に
、
「
中
小
企
業
者
又
は
小
規
模
の
事
業
者
の
み
が
そ
の
組
合
員
と
な
っ
て
い
る
こ

と
」
、
そ
し
て
、
「
そ
の
組
合
員
た
る
事
業
主
が
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
常
時
障
害
者
雇
用
促
進
法
第
四
十
三
条
第
七
項

の
厚
生
労
働
省
令
に
定
め
る
数
（
四
十
五
・
五
人
）
以
上
で
あ
る
こ
と
」
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
双
方
を
鑑
み
た
時
、
例
え

ば
サ
ー
ビ
ス
業
で
特
定
有
限
責
任
事
業
組
合
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
従
業
員
数
は
四
十
五
・
五
人
以
上
〜
百
人
以
下
、
サ
ー

ビ
ス
業
に
お
い
て
は
四
十
五
・
五
人
以
上
〜
五
十
人
以
下
と
な
り
、
現
実
的
な
制
度
設
計
に
な
っ
て
な
い
と
考
え
る
が
、
政

府
の
見
解
を
う
か
が
う
。

二

同
じ
く
特
定
有
限
責
任
事
業
組
合
の
要
件
に
、
「
国
家
戦
略
特
別
区
域
障
害
者
雇
用
創
出
事
業
が
実
施
さ
れ
る
国
家
戦
略

一



特
別
区
域
内
に
の
み
に
事
業
所
を
有
し
て
い
る
こ
と
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
支
店
や
工
場
が
国
家
戦
略
区
域
特
別
区
域
外
に

あ
っ
た
場
合
は
、
本
社
が
国
家
戦
略
特
別
区
域
内
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
当
該
企
業
は
特
定
有
限
責
任
事
業
組
合
に
入
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
理
解
し
て
い
る
。
こ
こ
も
一
と
同
様
に
現
実
的
な
制
度
設
計
に
な
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見

解
を
う
か
が
う
。

右
質
問
す
る
。

二


